
～ 1 ～ 

7.標準単価ファイル 

⑥端数処理  

b.標準単価ファイルの端数処理設定を確認する（２）  

 
 

予定価格のもととなる工事費を算出する過程において、 

数値の端数処理を行う場合は、原則として四捨五入とします。 

 

 

 
 

標準歩掛り等で算定した単価を標準歩掛り等に用いる場合は、 

小数点以下第 2位まで算定した単価を代入します。 
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 単価算定時における金額の有効桁は、小数点以下第 2位までとします。 

 

 

 

 

 
 

 

細目別内訳書及び別紙明細書に計上する単価の端数処理については 

有効上位 3桁とします。 

ただし、千円未満の場合は十円単位とし、百円未満の場合は一円単位とします。 
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 この有効桁設定は、標準単価等により算出された単価以外の一次単価にも適用されます。 

 

 

 

 

 

 

 


